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人合第420号
、

令和2年S月21石
・津､

各府省庁等人事担当課長殿

Ｉ

外務省大臣官房人事課長
Ｄ
ｐ
Ｆ
Ｏ
、
■
０
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■
●
。
の
Ｇ
９
ｐ
▲
■令和2年度在外公館赴任前研修（第5部研修）参加者

の受け入れ決定について

、
Ｐ
Ｌ
Ｆ
，

先般、貴府省庁等から推薦のあり.ました職員を標記研修員として受け入れる

こと"としましたので通知いたします。

関連事項につきまして下記のとおり御連絡いたしますので、特に身体検査の

実施につきましては、近年赴任後に健康問題が生じる事例も増加していること

から、御協力方よろしくお願いいたします。
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）
1．研修期間中の外務事務官併任について

本研修員については、9月7日（月）から11月30日（月）までの研修期間中、

外務事務官に併任する予定のところ、各府省庁等毎に割愛等の手続きは省略い

たしますので、ご了承願います。

また、本研修終了後に経済協力担当予定者を対象とした研修（3日間)、広

報文化担当予定者を対象とした研修（2日間)，領事担当予定者を対象とした

研修（5日間)、 ･インフラ輸出担当予定者を対象とした研修（1日）をそれぞ

れ実施する予定のところ、同期間中につきましても研修対象者を外務事務官に

併任する予定です。

（上記併任発令については、特別職の一部､及び交流協会への派遣予定者は

除きます｡）
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2，外務公務員法で定める欠格事由

先の本件推薦依頼の公文書においてもふれたとおり、外務公務員法では，外

国の国籍を有する者は外務公務員になることができない、 と定められておりま

す。

過去の事例として、出生地が外国で、当該国が出生地主義を採用している国

であったため当該国籍をも付与され、その後、当該国籍の離脱手続がなされて

いないことから、二重国籍の状態が継続してしまっているケースが複数ありま

した。このようなケースでは当事者が二重国籍であることを認識しておらず、

外務省転任（採用）直前に提出を受けた戸籍謄本写しを確認して初めてその事

実が判明しました。 したがって、外務省での発令予定を急遼取り止め、前任者

の帰国も延期せざるを得ず、結果をして、当該国籍の離脱を待って発令するこ

とになり、両省庁の人事計画に支障を来すこととなってしまいました。
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貴府省庁等におかれましては、 当事者に対する確認の徹底についてお願い致

します。

3．外国籍配偶者を有する在外公館赴任予定者について

先の本件推薦依頼の公文書においてもお願いしておりますが、配偶者の国籍

についても確認し､以下に該当する職員がいる場合には事前にご連絡願います。

（1）外国籍配偶者を有する職員

（2）帰化によって日本国籍を取得した配偶者を有する職員

(s)法律上の婚姻関係に至らないが、婚約関係、内縁関係等にある関係者を

有する職員
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８4．身体検査の実施，健康管理にかかる鈴願い

本研修員につきましては､′貴府省庁等において別紙による身体検査（内科及

び歯科）の実施につきお取り計らい願いたく、右検査（内科）につきましては、

検査結果を12月末臼までに当方（外務省人事課総務班第5部研修担当者）

宛に文書をもって送付願います。

（身体検査等の詳細につきましては、別添を御参照願います)。

近年、在外公館赴任直後に既往症等を有する職員や同伴家族が病状を悪化さ

せるケースが散見されます。また、職員・同伴家族の別なく、生活環境の変化

や言語・慣習の違いに戸惑い、 メンタル面で不調を来し任地での生活に支障が
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I

生じ、やむなく任期途中での離任や、家族の単独帰国により二重生活になった

り、離任や単独帰国にまで至らないもののそのケアのため少なからず館務の遂

行に支障を生じているケースが多く報告されています。当省としては、未然に

その防止に努めているところですが、 貴府省庁等におかれましてもその認識を

考有願いたく､_今後とも職員のみならず、同伴を予定している家族を含めてそ

の健康状態の把握に努めていただきたく存じます。

例年同様、在外公館に赴任となる研修員及び家族の健康状態の把握を目的と

したアンケートを実施したく、ご協力をお願いします。 職員はもとより、同f
I

を予定している家族につきましても、既往症、及び現在治療中の病気（心の病

気を含む)、けが等について、ご記入下さい。

また、在外公館赴任に際して心身の状態で問題と感じること等あればもれなく
：

i

アンケート用紙に記入いただき、上記の身体検査の結果と併せ送付願います。

5‘本件問い合わせ先

．○人事に関する事項：人事課川崎

電話：03"3580-3311(内線3414). FAX/: lO3-5501-8082J

o身体検査（内科）に関する事項；一般診療所小松

鬮話:03-3580-3311(内線2965),/FAX:■■■■■
○身体検査（歯科）に関する事項：歯科診療所伊瀬知

電話:03-3580.3川(内縄22851,FAX:■■■■■■■

I

９
●
●
●
●
●
Ｇ
Ｇ
Ｑ
０
●
。
●
●
●
○
９
●
■
ｅ
Ｇ
０
■
■
●
■
ｇ
Ｇ
ｑ
●
●
■
■
■
●
●
●
ｏ
●
』
■
＆
■
●
■

》

付属添付
■
■
句
。
由
●
●
■
■
ｑ
●
。
■
●
ｑ
も
●
●
ｅ
●
Ｄ
ｏ
０
Ｏ
Ｑ
■
０
■
Ｇ
Ｄ
Ｃ
●

i
I

■
■
■
９
●
弓
●
９
８
０
０
●
。
。
。
■
５



I

$ 1

人事院事務総局人事課長

内閣府大臣官房人事課長

公正取引委員会事務総局官房人事課長

警察庁長官官房人事課長

総務省大臣官房秘書課長

法務省大臣官房人事課長

財務省大臣官房秘書課長

文部科学省大臣官房人事課長

厚生労働省大臣官房人事課長

農林水産省大臣官房秘書課長

国土交通省大臣官房人事課長

環境省大臣官房秘書課長

防衛省人事教育局人事計画・補任課長

本信送付先

I

I

衆議院事務局庶務部人事課長

参議院事務局庶務部人事課長

最高裁判所事務総局人事局任用課長
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別添

外務省第5部研修員の身体検査の実施について(2020)

外務省大臣官房人事課長
外務省診療所長

1 この身体検査は，在外赴任に備え受診者の医学的適正を判断し，潜在疾病等
の.ある者に対しては,赴任地の医療事情等を勘案しつつ早期に適正な指導を行
うことを目的とするものです。

2 身体検査は次の要領で行ってください。
（1） 『身体検査書｣' （別紙）に記載された項目については，
願いしま.す。

全項目の実施をお

(2 ） 1 1月下旬までに実施し，その寵

…量f姜産罐
灘篁夏宣隻三謎皇壹蕊蝋

(3 矢嶋 画
リ

員に通知し，血液検査結果（コピー可）をお渡しください。
（4）要精査と判定された職員に対しては， 12月中旬ま透に必要な措置（再検
査の実施‘要すれば治療の開始等）を講ずるよう当該職員をご指導いただく
とともに，再検査の結果，治療等の状況を同検査書の【要精査の場合1再検
査等の結果に関する医師のコメント】欄にご記入ください。
（5）その後これらの検査書を一括取りまとめの上，健康状態アンケートと共に
12月末までに当省に送付いただきたく， よろしくお願いいたします。

3 身体検査書の記入に際しては，次の点に留意願います。 ．．
（1）単に記載された項目による判断に留まらず，受診者の定期検診記録やカル
テ等を点検し，総合的見地より行ってください。
（2）病名のある場合には【主な既往症および現在治療中の疾患】欄に記入する
と共に， 【要精査の場合，再検査等の.結果に関する医師のコメント】欄につ
いては，医療事情の異なる在外公館勤務を念頭に再検査等の結果及び状況を
具体的に記入してください。

冬身体検査書が当省に送付された後， 当該職員に対し‘．必要に応じて、 当診療
所にて医療指導等を行います。
また，在外公館赴任にかかる適否の最終的判断は当省にて行うものといたし
ます（身体検査の結果，在外勤務に著しく支障があると認められる場合には，
赴任予定者の交替を含む人事上の措置をお願いすることもあり得ますので， あ
らかじめご承知おき願います)。
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5．歯科検診の実施について

歯科検診については，外務省歯科診療所での実施をご案内してお,りましたが，
第5部研修員他，受診者が多数にのぼることから，赴任前の限られた期間に受診
日を設定することが非常に困難な場合がございます。
つきましては，可能な限り貴府省庁における歯科検診の実施につきましても，
ご協力をお願いいたします。
なお, ．検査当臼は， マスク着用、アンケート記入、検温のご協力をお願いいた
します。

I

また，実施後は，診断書と問診票（別添）及び
砦錨諭誉繍溌蕊蕊につい

雪溌護縄催騨昏譽鶏 t]存お‘全い&、 たします。

6 第5部研修免除者につきましても，上記身体検査書，歯科検診診断書等を提
出して下さい。
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身体検査書(2020）
赴任先公館 外務省診療所作成省庁名
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麓塘 性別

男 。 ■ 女

生年月日

西暦 年 月 日

●主な既往症

●現在治療中の疾患（あれば服用中の薬の名前）
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腹囲体重：一L－挺Crn

、/miＯ
々心拍一茎一__jnm_ij_g_

◇
０
６
■

身長

血圧
●

ダ

尿一般：蛋旦_L－L瞳ユーー上潜血（ ）

胸部Wﾄｹﾞﾝ：

◆ ｡ Q

･ず

O ●

理学的所見,；
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血液検査（結果記入不要，検査結果を裏面に添付してください） （．ご〒可）

末血一般
・
柵 腎臓・尿酸 脂質
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P1t GPT K 感染症
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mH 糖 HBs抗原(CLIA)

CPK γ -GTP BS(空腹時） HA抗体(cLIA)

肝・膵臓 CI1E HbA10 .HCV抗体(3rd)

判定 ０
９
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再検査等の結果に関する医師のコメント
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西暦 年 月 日
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秘密指定解除
公文書監理室

⑳歯科初診時問診票

令和 月年 日
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在外赴任前健康診断書（歯科）

赴任予定公館名 3百一 一＝ ~F頗二弓俳

発令予定日
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易I｣添

在外公館へ出向予定の各府省庁等職員に対する令和2年度
在外公館赴任前研修（第5部研修）実施要領

外務省大臣官房人事課
外務省研修所

1．実施方針

在外公館に勤務する各府省庁等出身職員の職務遂行を容易にし， もって館務能
率の増進に資するため，赴任前に外務省研修所において語学，実務その他在外公
館勤務に必要な事項について研修を行う。
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2．実施要領

（1）対象者
本研修の対象者は各府省庁等の職員で，令和3年中に外務省に出向の上，外
務省員として在外公館に勤務する予定の者とする。 (公益財団法人日本台湾交
流協会の在外事務所に出向予定の者については，聴講生として受け入れる。 ）
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（2）研修期間

本年度は9月7日 （月）より11月3oB (月）を予定している。
朝間呼研修への法中参加及 脂H毎

ない。）
なお，個別研修を上記研修終了後，以下のとおり実施する予定であるが，追
って担当部局より詳細を案内する予定。

ア在外公館における担当業務として「経済協力」を予定している者に対して，
12月上旬頃に3日間の研修を調整中。

イ在外公館における担当業務として「広報文化」を予定している者に対して，
12月上旬頃に2日間の研修を調整中。

ウ在外公館における担当業務として「領事』を予定している者に対して，明
年1月頃に5日間の研修を調整中。 （兼務の場合も対象とする）
エ在外公館における担当業務として「インフラ輸出」を予定している．者に対
して， 12月上旬頃に1日間の研修を調整中。
※例年，前任者の担当業務をふまえ，名簿を作成しているため，各府省庁にお
かれては，研修員と調整願います。

｝ ’

（3）研修場所（対面・集合形式での研修のみ）
外務省研修所

住所：神奈川県相模原市南区相模大野4－2－1
電話: O42-766-8101

１
１
；

（4）研修形態

ア新型コロナウイルス感染症を巡る現状を鑑み，研修はオンラインで実施す
ることを基本とする。



イ対面・集合形式でしか実施できない研修については，マスク着用， 3密回
避などの感染予防対策を講じて，実施する。

ウオンライン研修は，研修員各自で用意する私物機器(Pc,スマー}､フォ
ン， タブレット端末等）を利用して受講し，通信経費は自己負担とする。なお，
自宅等でWi-Fi環境などの通信インフラを整備できない者が，研修所内の指定
場所でWi-Fiを利用することは妨げない。

エオンライン研修は, Mi(I:rosoftTealns, CiscoWeb側などの研修内容,講師
及び研修員に適切なツ､一ルを利用して実施する。

I

（5）研修内容

ア外務講義

外交官としての在外公館勤務に必要な一般事項，国際問題，文化教養等
についての講義を行う。オンライン研修が可能なものと不適当なものがあるた
め，対面・集合形式の研修は，できるだけまとめて実施する。
イ語学研修

各研修員の赴任予定公館における館務遂行上，最も必要とされる語学につ
いて研修を行う。当該語学は外務省大臣官房人事課長が指定する。
語学研修のクラスの編成及びレベルは， クラス分け試験の結果及び各研修
員の履習歴等に基づいて研修所長が決定する。‘
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【試験場所】 オンラインで実施

【試験日時】 7月30日 （木）仏，独，露，葡，韓の各言語
7月B1B (金）中，西，伊語

英語(TOEIC)は，指定する実施期間中にインターネット上で受験
する。 （※詳細は別紙参照）

【対象者】 原則として，全研修員（研修語は英語，仏語，独語，西語，露語，
中国語韓国語,葡語,伊語の9，言語の中から決定される〉

(注）なお, 2019年4月1日以降のTOEIC/IP試験結果を有する英語研修員は，
同結果（コピー）を外務省研修所語学担当に事前に提出することを条件に
本クラス分けのためのTOEIC/IP試験を免除します。

I

ウ任国事情ブリーフ

10月中の午後に，オンラインで関係課室よりプリーフイングを受ける。
なお，対象は第5部研修員（全研修免除者は除く）のみとする。

エ米国国務省日本語研修生との交流（対象者のみ， 日程・実施態様は調整
中）

第1回；米国国務省日本語研修所（横浜）訪問
第2回：米国国務省日本語研修所員来所
オ課外活動（希望者のみ）

研修期間中には,茶道・華道の実技研修， 日本酒に関する講義，外交史料
館, JAXA相模原キャンパス及び横須賀米軍基地においての実地研修を
行う。参加希望者が多数となる場合，参加は抽選で決定。
（日程別途調整）



調整中）

館員配偶者と
力 「配偶者研修j (10月上旬の2日間でオンラインを予定，
赴任予定者の配偶者（または婚姻予定者）の希望者に対し，
,して必要な一般的心得，教養等についての講義を行う。

3‘研修員の推薦

各府省庁等は，次の要件を同時に充たす者を研修候補者として人選の上，人
事担当課長より外務省大臣官房人事課長あて推薦する。

弓｝乃了侭人蔦胃R綴雪 ：ﾍ薦

(1）勤務成績優秀な者。
（2）赴任国の国語（英語及び仏語以外が国語である場合には，当該国語，英語及
び仏語のうちいずれか一つ）について十分な語学力があり，かつ研修意欲のあ
る者。さらに，実務上の必要に鑑み，以下の対応を御願いしたい。
7' TOEFLiBT100点若しくはIELTS7､0 (又はTOEIC880点）以上の英語能力を有
する者を推薦いただくことを推奨する。英語能力が右に至らない場合でも，原
則, TOEFLiBT80点若しくはIELTS6,5 (又はTOEIC730点）以上の者を推薦いた
だきたい。

イ，出向者の推薦にあたっては，以下ウの例外の者を除き, TOEFLiBT又はIEL
TSの点数を提出いただきたい。 (TOEFLiBT又はIELTSの成績がない場合にはTO
EICの成績で代替することも可とする。 ）
I>, TOEFLiBT, IELTS, TOEICの点数の提出を求めない場合は次のとおり。
○米英等の大学・大学院の学位により，英語能力が実証できる者
○英語以外の言語を母国語とする国の在外公館に赴任する者で，その言語の語
学試験又は大学･大学院の学位により当該言語の能力が実証できる者
①フランス語DELF/DALFA2以上又はフランス語検定準2級以上
②Fイツ語Goethe-ZerificatA2以上又は､Fイツ語検定2級以上
③ロシア語ロシア語検定試験(TORFL) BasicLevel以上又はロシア

語能力検定試験S級以上

④中国語HSK3級以上又は中国語検定3級以上
⑤韓国語韓国語能力試験2級以上相当
⑥スペイン語DELEA2以上又はスペイン語検定4級以上
○過去に2年以上，国際機関や在外公館などでの勤務経験がある者，又は，過
去に2年以上，赴任国での居住，勤務経験がある者（幼少期の居住経験は除

． 〈）

なお，個別に英語能力が実証できる者， その他の外国語に堪能な者
がいる場合には，外務省人事課に個別に相談願いたい。
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に予算級を超えて昇格することのない者。
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(4） 》
》

4研修員の決定

外務省は，推薦を受けた研修候補者について，経歴等に照らして受入の可否を
検討し，本研修への参加者を決定する。

これを受け,各府省庁等におかれては,各研修員に対し赴任前研修(第5部研
修）以前においても，語学力の更なる向上を図るよう指導願います。
また，各研修員につき外務省が指定する内容の健康診断を実施し，健康診断結
果を外務省へ送付願います（外務省人事課宛） 。

5‘研修員の身分上の取り扱い

各府省庁研修員については，原則として研修開始の日から終了の日まで外務事
務官に併任の上，研修発令を行う。なお，事務合理化の観点から，併任発令につ
いての人事当局間の了解文書等の交換は省略する。

）

6．研修費用（交通費等の旅費） ．

本研修受講に伴い交通費等費用が発生する場合には,派遣元各府省庁等が負担
するものとする。

また》研修の一環として行われる課外活動に参加するために必要な移動等を行
う場合に発生する交通費等の旅費については，各研修員が負担するものとする。

4

7．研修所合宿棟利用

本件研修参加者の合宿棟利用については，研修員が決定した後，別途通知す
る。 。 i

~



:語学ｸﾗｽ分1煽撤案内合和2年度第s部研修
2020年6月

外務省研修所

第5部研修受論者に対し,語学クラス分け試験(英,仏;独,西,露中,韓,葡,伊)を下記の要領で
実施する予定です｡研修員の語学ﾚべﾙに応じ適切な力'ﾉｷｭﾗﾑの編成を行うため,厘馳と上急重上_堂諺詣
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なお、英語研修員については,前年(2019年)4月以降にTWIC目搬を受験していればそのスコア
を以てクラス分けを行います。 （=乞重丞公ti這蝿の免陶
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1． §職の種類

各研修鋸(英語,仏語,獅認西語,露吾,中国語韓国語葡語,伊語） ・
（*）受識誘吾は一人一言語です。

㈱語学割り振妙は,別紙の実績表に則り，研修所にて決定｡研修言語の変更希望がある場合は，所属省庁か
らの申し入れによるものとし,赴任先の公館の意見を踏まえて決定することとなりますので,前広にご連絡
願います。

2実施腰領

墓語は'IDM)IPテストのｵﾝﾗｲﾝ受験,蝋些iQ壷寳は,下記の日程で,①担当語学講師によるオ
ンライン面接及び鵬記問題(事前送付予定．※提出方法･期限については言語毎に指定） 。§燃日
前までに，語学毎の§職の実施詳細につき，改めて連絡します．推薦名簿に明記されている各研修員の
個人メールアFレスは,語学講師との面接および研修所職員からの諾連絡に使用しますので，あらかじ

1 尋ﾃ麓靜錫要Ⅲ受験，
研織肋､ら各府省庁等人事担当課を通じて,事前に対象者に受験痩領等を案内｡指定する実施期間（フ
月31日までの予定)内にインターネット上で鍬する。

． （2）非漢語

（ｱ）フ月30B(木) 14:OO-1フ :OO(目安）
独，仏，露韓葡

（イ）フ月31日（金) 14:OO－17:oO(目安）
中‘西、伊

（ｳ)オンライン面接は､政)qn' TaMS, Skype割､ら,語輔師及び研修員の1畑を踏ま別固別に決定。
(B)やむをえな&壊楕で上記日程で受験できない場合;Z触旦窒重1星必ず湖修所に連絡ください。

e.問い合わせ先(研修所研修班語学総務（須澤,安倍) )

蝋万66川｡伽:剛側聞
(了）


